
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和８年２月 

嬉野市 

  



 

 

 

目次 

第 1 章 計画策定にあたって ............................................................ 1 

第１節 計画の趣旨 .................................................................. 1 

第２節 計画の位置づけ ............................................................. 2 

第３節 計画期間 ................................................................... 2 

第４節 計画で対象とする文化の範囲 ................................................. 2 

第５節 第 1期文化振興計画の総括 ................................................... 4 

１．計画の概要 ................................................................... 4 

２．進捗状況の評価 ............................................................... 4 

３．第２期計画に向けた方向性 ..................................................... 6 

第２章 計画のコンセプト .............................................................. 8 

 第１節 基本理念 ................................................................... 8 

基本理念に込めた想い ............................................................. 8 

第２節 基本方針「知る 触れる つなげる」 .......................................... 9 

基本方針１ 知る ................................................................. 9 

基本方針２ 触れる ............................................................... 9 

基本方針３ つなげる ............................................................ 10 

３つの基本方針の関係 ............................................................ 10 

第３節 計画の体系図 .............................................................. 11 

第３章 文化振興のための基本施策 .................................................... 11 

基本目標 1 文化の魅力を再発見する――文化を知る ................................... 12 

（１）文化情報の発信強化 ........................................................ 12 

（２）文化資源の発掘と記録 ...................................................... 14 

（３）文化を学ぶ機会の充実 ...................................................... 15 

基本目標２ 文化との出会いを創出する――文化に触れる .............................. 16 

（１）鑑賞機会の充実 ............................................................ 16 

（２）体験・参加機会の提供 ...................................................... 18 

（３）参加しやすい環境づくり .................................................... 20 

基本目標３ 共に創る文化のまちづくり――文化でつなげる ............................ 22 

（１）伝統文化の継承支援 ........................................................ 22 

（２）担い手の育成と活動支援 .................................................... 24 

（３）多様な主体の連携・協働 .................................................... 26 

第４章 計画の推進 .................................................................. 28 

1. 計画の推進体制 ................................................................. 28 

（１）行政の推進体制 ............................................................ 28 

（２）多様な主体との連携・協働 .................................................. 29 

２. 計画の進行管理 ................................................................ 30 

３. 成果指標 ...................................................................... 31 

（１）基本目標 1 文化の魅力を再発見する――文化を知る ........................... 31 



 

 

（２）基本目標２ 文化との出会いを創出する――文化に触れる ...................... 31 

（３）基本目標 3 共に創る文化のまちづくり ....................................... 32 

４．計画の推進に向けて ............................................................ 33 

資料編 .............................................................................. 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

 

第 1 章 計画策定にあたって 

第１節 計画の趣旨 

我が国においては、平成 13 年に文化芸術振興基本法が制定されて以降、文化芸術の振興におけ

る国及び地方公共団体の責務が明文化されました。平成 29 年には文化芸術基本法に改正され、文

化芸術そのものの振興にとどまらず、観光、まちづくり、福祉、教育、産業など関連分野との連携

が一層重視されるようになりました。また、令和５年３月には新たな文化芸術推進基本計画（第 2

期）が策定され、誰もが文化芸術を創造・享受できる環境の整備や、文化芸術を通じた地域の活性

化などが重点的に推進されることとなっています。 

本市では、平成 28 年３月に「嬉野市文化振興基本計画」を策定し、10 年間にわたり文化振興施

策を推進してきました。嬉野市社会文化会館「リバティ」を拠点として市民の文化芸術活動の活性

化を図るとともに、行政、市民、文化団体、企業などが連携した取組を展開し、文化芸術事業の充

実、市民主体の文化活動の拡大、文化財の保存・活用の推進など、いくつかの成果を上げてまいり

ました。 

一方で、人口減少・少子高齢化の進行、価値観やライフスタイルの多様化、デジタル技術の急速

な発展など、社会環境は大きく変化しています。また、新型コロナウイルス感染症の影響により、

文化芸術活動が制約を受け、その重要性が再認識されるとともに、新たな鑑賞・発表・交流の形態

も生まれています。 

このような状況の中、文化芸術は人々の心を豊かにし、生きる力や創造性を育むとともに、地域

への誇りや愛着を醸成し、多様性を認め合う社会の実現に寄与するものです。また、観光振興や地

域経済の活性化、まちの魅力向上にも大きな役割を果たすことが期待されています。 

本市には、温泉や茶業といった地域資源、嬉野温泉街、塩田津等の特色ある景観、獅子舞、面・

鉦浮立、小浮立などの伝承芸能、豊かな自然環境など、固有の歴史・文化が息づいています。これ

らを次世代に継承し、新たな文化の創造につなげていくことは、市民が自分たちの住むまちに誇り

を持ち、まちの魅力づくりに主体的にかかわる契機となります。 

現行計画の計画期間が令和７年度で終了することを踏まえ、これまでの取組の成果と課題を検証

するとともに、新たな社会環境の変化や国・県の動向、市民ニーズなどを的確に捉え、今後の文化

振興の方向性を示す新たな計画を策定します。本計画は、文化の担い手は市民であり、その主体性・

自主性を尊重するという文化芸術基本法の基本理念に則り、市民、文化団体、企業、教育機関など

多様な主体と行政が協働により文化振興を図るための指針として、文化振興施策を長期的な視点で

総合的かつ計画的に推進し、市民一人ひとりが文化を楽しみ、豊かな暮らしを実現できるまちを目

指します。 
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第２節 計画の位置づけ 

本計画は、文化芸術基本法第７条の２第１項に基づき、国が定める文化芸術推進基本計画を参酌

し、地方の実情に即した文化芸術の推進に関する計画として策定するものです。 

本計画は、市の最上位計画である「嬉野市総合計画」を上位計画とし、その基本構想及び基本計

画に示された文化振興に関する施策を具体化するものです。 

また、本計画の推進にあたっては、 「嬉野市総合計画」など、市の関連計画との整合性を図るとと

もに、各分野との連携を深めながら、総合的に文化振興施策を推進していきます。  

文化 ・スポーツ振興課は、各課が実施する文化関連事業の情報を集約し、全庁的な文化振興の推

進に努めます。 

 

第３節 計画期間 

本計画は、令和８年度（2026 年度）から令和 12年度（2030 年度）までの５年間の計画としま

す。 

なお、文化芸術を取り巻く社会情勢の変化や計画の進捗により、必要に応じて見直すものとし

ます。 

 

 

第４節 計画で対象とする文化の範囲 

本計画における文化芸術の範囲は、原則として「文化芸術基本法（第８条～第 14 条）」に規定

されているものを対象とし、本市の実情に即したものとします。 

 

分野 範囲 

芸術 文学、音楽、美術、写真、演劇、舞踊その他の芸術 

メディア芸術 映画、漫画、アニメーション及びコンピュータその他の電子機器等を利用

した芸術 

伝統芸能 雅楽、能楽、文楽、歌舞伎、組踊その他我が国古来の伝統的な芸能 

芸能 講談、落語、浪曲、漫談、漫才、歌唱その他の芸能 

生活文化 茶道、華道、書道、食文化その他の生活に係る文化 

国民娯楽 囲碁、将棋その他の国民的娯楽 

出版 出版物及びレコード等 

文化財 有形及び無形の文化財並びにその保存技術 

地域における文化

芸術 

地域における文化芸術の公演、展示、芸術祭等への支援、地域固有の伝統

芸能及び民俗芸能 
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嬉野温泉

茶畑

「塩田津」や大正時代の蔵など歴史的遺産や建物

田園風景やまち並みが美しい風景

夏祭り・秋祭り

浮立などの伝統文化、伝承芸能など

長崎街道

窯元の町並みややきもの工場

百年桜、ふれあいふじ棚通りなど

その他

特に思い浮かぶようなものはない

無回答・不明

N=262

【参考】 

市民へのアンケートにおいて、「嬉野のまちの文化的イメージ・シンボルとして思い浮かぶもの

は何ですか」（複数回答形式）と聞いたところ、「嬉野温泉」が 71.8％で最も高く、次いで「茶畑」

が 51.5％、「  塩田津』や大正時代の蔵など歴史的遺産や建物」が 29.0％という結果となっていま

す。 

 

■「あなたにとって嬉野のまちの文化的イメージ・シンボルとして思い浮かぶものは何ですか。」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

●あなたが思う嬉野市の文化的イメージ・シンボルは何ですか？？ 
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第５節 第 1 期文化振興計画の総括 

１．計画の概要 

第１期嬉野市文化振興計画は、平成 28年度 （2016 年度）から令和 7年度 （2025 年度）までの 10

年間を対象とし、 

 

基本理念：「文化の感動がわきあがるまち 嬉野」 

基本方針：「嬉野ならではの文化の力を活かす」 

 

を掲げ、市民文化の創造と文化資源の活用を推進してきました。 

２．進捗状況の評価 

計画期間中の施策の進捗状況は、以下のとおりです。 

■進捗状況の全体評価 

施策の柱 施策項目 
取組 

評価 

市民の文化活動の活性化 
１－① 市民の文化活動を促進する環境づくり △ 

１－② 市民の活動状況の把握と情報提供 × 

地域文化の継承・担い手の育成 

２－① 歴史的文化財や伝統文化の保存・継承及び周知・

啓発 
〇 

２－② 独自の文化芸術の担い手育成 〇 

子どもたちの文化創造活動の拡

充 

３－① 子どもたちの文化創造活動や学びの場の充実 〇 

３－② 子どもたちが地域文化とふれる機会の充実 〇 

市民が文化芸術にふれる機会の

充実 

４－① 多様なジャンルの鑑賞機会の充実 〇 

４－② 体験や参加、参画機会の充実 × 

文化資源を活かした地域魅力の

創造・発信 

５－① 文化資源を活用した嬉野の魅力発信 × 

５－② 文化イベント等を通じた観光、国際交流 × 

文化振興のための仕組み・連携の

強化 

６－① 地域コミュニティを核とした連携と交流機会の

充実 
× 

６－② さまざまな分野や人材をつなぐ取り組みの推進 × 

※評価基準 

○（達成度高）：５項目（50％）  

△（部分的達成）：１項目（10％）  

×（未着手・低達成）：４項目（40％） 
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■主な成果 

〇文化財・伝統文化の保存継承 

• 伝統芸能継承事業の実施（小学校での披露・体験）  

• 「畦川内の綾竹踊り」のデータ保存 

• 人づくり振興事業（補助金）による伝承芸能活動支援  

• 「塩田津まちなみてらす」の建築・映像ガイダンス作成 

 

〇子どもたちの文化活動 

• 子ども文化祭、親子川柳大会、スケッチ大会の継続実施  

• 幼児向けコンサート（子どもオペラ等）の定期開催 

• 学校での伝承芸能鑑賞・体験会の実施 

■課題 

〇計画推進体制の課題 

• 本計画に基づいた事業計画が策定されていない 

• 「第 1期計画」で謳った庁内外における横断的な推進体制が構築されず、計画が共有され

なかった 

• 計画遂行を点検する体制が構築されなかった 

• その結果、各課が持つ計画に基づき事業が進められているため、本計画の一体性・関連性

が薄いものとなった 

〇市民の文化活動の停滞 

• 文化・スポーツ振興課において、文化団体の活動状況等の把握ができていない 

• 地域コミュニティとの連携不足 

• 担い手不足やコロナ禍の影響によるイベントの縮小・廃止等により、活動発表の場が減少 

〇文化資源の魅力発信力不足 

• 各主体が個別に魅力発信等を行っているが、発信力やノウハウに差が生じている 

• イベントの多様化により、「文化」に的を絞った観光や国際交流が減少している 

〇担い手不足と継承の危機 

• 伝統文化の担い手不足が深刻化 

• 文化事業の企画・運営人材が不足 

 

特に、伝承芸能の学校での披露・体験や子ども文化祭、親子川柳大会などの継続実施は成果と

して評価されました。一方で、文化団体の活動状況把握や市民への情報提供、文化資源を活用し

た魅力発信、庁内での本計画の共有不足により、情報集約や発信体制の構築などは十分に進んで

いないことが課題として明らかになりました。 
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３．第２期計画に向けた方向性 

第１期計画の成果と課題を踏まえ、本計画では以下の方向性を重点的に推進する必要があります。 

 

①本計画の全体共有と、各課での文化関連事業の推進と情報一元化 

• 庁内での本計画の共有   

• 本計画を意識した文化関連事業の計画、立案   

• 各課における文化関連事業の情報集約と発信 

• 進捗管理の実行及び成果指標の設定 

②市民文化活動の活性化 

• 文化活動の実態調査の実施 

• 活動支援の整備（情報の一元化・発信強化） 

③地域コミュニティとの連携強化 

• 協働の仕組みづくり 

④伝統文化・地域資源の持続可能な継承 

• 学校巡回プログラムの定例化 

• 体験型学習の拡充 

• 地域人材の活用 

• デジタル技術を活用した記録・保存・周知 
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【参考】嬉野市の人口の推移と将来推計人口 

近年の嬉野市の人口の推移をみると、平成 18 年の合併以降、年平均で 305 人減少しており、令

和７年では 24,361 人となっており、5,800 人減少しています。世帯数は若干増加していますが、ア

パートの新設や高齢者施設の増加などによるものと考えられます。 

 社会保障・人口問題研究所の推計によると、嬉野市の人口は、令和 12 （2030）年には、約 22,000

人、令和 22（2040）年には、20,000 人を切ることが予測されています。 

 人口減少が進むことにより、消防団、伝承芸能、ボランティア活動など、担い手不足により今後

の組織形成や活動への影響が懸念されます。 

 

■嬉野市の人口推移（4月 1日現在） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■嬉野市の将来推計人口 

 

 

 

 

 

  

年 世帯数 総人口 

平成18（2006）年 9,831 30,161 

平成23（2011）年 9,844 28,706 

平成28（2016）年 9,850 27,150 

令和3年（2021）年 9,873 25,492 

令和7年（2025）年 10,099 24,361 

差 268 ▲5,800 
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第２章 計画のコンセプト 

 第１節 基本理念 

文化を楽しみ 心豊かに暮らせるまち 

 

本市は、温泉や茶業などの地域資源、嬉野温泉街、塩田津等の特色ある景観、浮立などの伝承芸

能、豊かな自然環境など、先人たちが大切にし、伝え残してくれた多くの文化遺産に恵まれていま

す。 

文化芸術は、人々の心や生活に潤いをもたらし、生きる喜びや創造性を育むとともに、地域への

誇りや愛着を醸成し、そしてコミュニティ形成の土台となります。また、人と人、地域と地域をつ

なぎ、多様性を認め合う社会の実現に寄与します。さらに、観光振興や地域経済の活性化、まちの

魅力向上など、地域の持続的な発展にも大きな役割を果たします。 

このことから、文化芸術への取組を本市の未来への投資として捉え、今後５年間の文化振興の方

向性を示す計画を策定することとしました。 

文化芸術は日々の暮らしの中で意識されにくく、緊急性の高い行政課題と比較すると、後回しに

されがちな分野です。しかしながら、市民の生活の質向上や、日々の生きがいには欠かせないもの

であり、本市が心豊かに暮らせるまちづくりを進めるうえでは重要なコンテンツであると考えます。

そのため、本計画において文化振興の方向性を明確にし、計画的に取り組むことが必要だと考えま

す。 

本計画では、市民一人ひとりが、日常の暮らしの中で文化芸術に親しみ、それぞれの形で文化芸

術を「楽しむ」ことができる環境を整えます。「楽しむ」とは、鑑賞するだけでなく、創作活動に参

加すること、学び・教えること、文化活動を支えること、文化を通じて人とつながることなど、多

様な関わり方を含みます。 

また、文化芸術活動を通じて生まれる出会いや交流が、新たな創造活動や地域の活力につながる

好循環を生み出し、すべての市民が心豊かに暮らすことのできるまちを目指します。 

この基本理念の実現に向けて、市民、文化団体、企業、教育機関など多様な主体が、それぞれの

役割を果たしながら協働し、文化の担い手である市民の主体性・自主性を尊重した文化振興を推進

します。 

 

基本理念に込めた想い 

■「文化を楽しみ」 

文化芸術を「観る」「聴く」といった鑑賞だけでなく、「つくる」「演じる」「学ぶ」「教える」「支

える」など、多様な形で文化芸術に関わり、それぞれの楽しみ方を見つけることを表しています。 

■「豊かに暮らすまち」 

文化芸術が日常の中に息づき、心の豊かさや生きがいを感じながら暮らすことができる、そし

て文化を通じて人々がつながり、活力あるコミュニティが形成されているまちを表しています。 
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第２節 基本方針「知る 触れる つなげる」 

基本理念「文化を楽しみ 心豊かに暮らせるまち」の実現に向けて、３つの基本方針を定めます。 

 

基本方針１ 知る 

嬉野市には、温泉や茶業などの歴史ある地域資源、獅子舞、面・鉦浮立、小浮立などの伝承芸能、

宿場町としての歴史的景観、豊かな自然環境など、多様な文化資源があります。しかし、これらの

価値や魅力が市民に十分に認識されていない現状があります。 

まずは、市民一人ひとりが地域に根ざした文化や、様々な文化芸術について「知る」ことから始

めます。文化財や伝承芸能、歴史、自然、芸術など、嬉野市の文化の豊かさを知り、理解を深める

ことで、地域への誇りや愛着を育みます。 

また、文化芸術に関する情報を効果的に発信し、市民が文化芸術活動に参加するきっかけをつく

ります。さらに、子どもから大人まで、あらゆる世代が文化芸術について学び、知識を深める機会

を充実させます。 

 

【主な取組の方向性】 

- 地域の文化資源の発掘・記録・発信 

- 文化芸術に関する情報提供の充実 

- 学校教育・社会教育における文化芸術の学習機会の充実 

- 文化財の保存・活用と普及啓発 

- 伝承芸能・地域文化の価値の再認識 

 

 

基本方針２ 触れる 

文化芸術を身近に感じ、心豊かに暮らすためには、実際に文化芸術に「触れる」体験が重要です。

優れた文化芸術を鑑賞する機会、自ら創作活動に参加する機会、伝統文化を体験する機会など、多

様な形で文化芸術に触れることができる環境を整えます。 

特に、子どもたちが優れた文化芸術に触れ、感性や創造性を育む機会を重視します。また、年齢、

性別、障がいの有無、国籍などに関わらず、誰もが文化芸術に触れることができるよう、参加しや

すい環境づくりを進めます。 

嬉野市社会文化会館「リバティ」をはじめとする文化施設を拠点として、質の高い文化芸術事業

を展開するとともに、日常の暮らしの中で気軽に文化芸術に触れることができる機会を増やします。 

 

【主な取組の方向性】 

- 優れた文化芸術の鑑賞機会の提供 

- 市民が参加・体験できる文化芸術活動の充実 

- 子どもたちの感性や創造性を育む機会の創出 

- 文化施設の機能充実と利用促進 

- 誰もが参加しやすい環境づくり 
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基本方針３ つなげる 

文化芸術は、人と人、地域と地域、過去と未来をつなぐ力を持っています。文化芸術活動を通じ

て生まれる出会いや交流が、新たな創造や地域の活力を生み出します。 

市民、文化団体、アーティスト、企業、教育機関、行政など、多様な主体が協働し、ネットワー

クを構築することで、持続可能な文化振興の基盤をつくります。また、世代を超えた交流や、地域

内外との交流を促進し、文化を通じたコミュニティの活性化を図ります。 

さらに、伝統文化を次世代へ継承するとともに、新たな文化の創造へとつなげます。そして、文

化と観光、産業、福祉、教育など、様々な分野をつなぎ、文化芸術を地域づくりに活かします。 

 

【主な取組の方向性】 

- 文化芸術活動を担う人材の育成・支援 

- 市民の自主的な文化芸術活動への支援 

- 多様な主体の協働・ネットワークづくり 

- 伝統文化の継承と新たな文化の創造 

- 文化と他分野との連携による地域づくり 

- 文化を通じた交流の促進 

 

３つの基本方針の関係 

基本方針「知る」「触れる」「つなげる」は、相互に関連し合いながら、基本理念の実現に向けて

機能します。 

まず、地域の文化を「知る」ことで、文化芸術への興味や関心が生まれます。次に、実際に文化

芸術に「触れる」体験を通じて、理解が深まり、自ら参加したいという意欲が高まります。そして、

文化芸術活動を通じて人や地域が「つなげる」ことで、新たな創造や地域の活力が生まれ、さらに

多くの人が文化を「知る」「触れる」機会が広がっていきます。 

この好循環を生み出すことで、「文化を楽しみ 心豊かに暮らせるまち」の実現を目指します。 
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第３節 計画の体系図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本理念 

文化を楽しみ 心豊かに暮らせるまち 

基本方針１ 知る 

基本方針２ 触れる 

基本方針３ つなげる 

基本目標 1 
文化の魅力を再発見する――文化を知る 

（１）文化情報の発信強化 

（２）文化資源の発掘と記録 

（３）文化を学ぶ機会の充実 

基本目標２ 
文化との出会いを創出する――文化に触れる 

（１）鑑賞機会の充実 

（２）体験・参加機会の提供 

（３）参加しやすい環境づくり 

基本目標３ 
共に創る文化のまちづくり――文化でつなげる 

（１）伝統文化の継承支援 

（２）担い手の育成と活動支援 

（３）多様な主体の連携・協働 
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第３章 文化振興のための基本施策 

基本理念「文化を楽しみ 心豊かに暮らせるまち」の実現に向けて、基本方針「知る・触れる・

つなげる」に基づき、３つの基本目標と９つの施策を展開します。 

 

基本目標 1 文化の魅力を再発見する――文化を知る 

嬉野市には、面浮立などの伝承芸能、塩田津の歴史的町並み、温泉や茶といった生活文化、そし

て市民による多様な文化芸術活動など、豊かな文化資源があります。しかし、これらの価値や魅力

が市民に十分に認識されていない現状があります。 

その要因の一つとして、行政における文化芸術に関する状況把握や、情報収集・情報発信が不十

分だったことと考えます。 

そのため、文化・スポーツ振興課において情報を集約し、市民が本市の文化資源の魅力や価値を

認識できるような情報発信に努めます。 

 文化への関心を高めるためには、まず地域の文化を 「知る」ことが第一歩です。文化情報を効果

的に発信し、文化資源を発掘・記録し、市民が文化を学ぶ機会を充実させることで、嬉野の文化に

対する認知度を高め、地域への誇りと愛着を育みます。 

 

（１）文化情報の発信強化 

市内の文化情報を集約し、多様な媒体を活用して、年齢層や関心度に応じた効果的な情報発信を

展開します。デジタル技術を活用した情報発信を強化するとともに、市民が求める情報に容易にア

クセスできる環境を整備します。 

 

主な取組 

■情報基盤の整備 

⚫ 文化団体の活動内容、スケジュール、参加方法などの情報を集約し、市民に分かりやすく提

供します。 

⚫ 文化イベント情報、団体概要、施設利用案内等に関する情報発信の充実を目的として、市

公式ウェブサイトの構成見直しを含む Web サイト全体の整備について検討します。 

⚫ 年間の文化イベントをまとめた文化イベントカレンダーを作成し、配布・公開します。 

 

■多様な媒体の活用 

⚫ Facebook、Instagram、YouTube、LINE など世代に応じた SNS で、文化イベントの開催情報

や活動の様子を発信します。 

⚫ 市ホームページに「文化のページ」を設け、毎月文化団体の活動紹介やイベント情報を掲

載します。 

⚫ 地元ケーブルテレビと連携し、文化団体の活動紹介やイベント告知を行う定期番組を制

作・放映します。 

⚫ 伝承芸能や文化財を紹介する動画コンテンツを制作し、YouTube チャンネル等で配信する

ことを検討します。 
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■ 文化団体の広報活動支援 

⚫ 市ホームページに文化団体からの投稿を受け付けるコーナーを設け、活動の魅力や参加者

募集の情報を掲載します。 

⚫ 文化団体に対し、チラシやポスターの効果的な配布先を紹介し、広報活動を支援します。 

⚫ 文化団体が活用できる助成金や補助金の情報を収集し、提供します。 

 

市民や団体が行うこと 

 

⚫ 文化団体は、自らの活動内容やイベント情報を積極的に発信し、市への情報提供に協力し

ます。 

⚫ 市民は、SNS で文化情報をシェアし、口コミで魅力を広めます。 

⚫ 市民は、市民文化レポーターとして参加したイベントの感想や魅力を発信します。 

⚫ 文化団体は、市報への投稿や市が実施する情報収集調査に協力します。 
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（２）文化資源の発掘と記録 

嬉野の文化資源を調査・発掘し、記録・保存します。文化財、歴史的人物、伝承芸能、地域の

文化などを体系的に整理し、その価値を市民に伝えます。デジタル技術を活用したアーカイブ化

を進め、次世代への継承を図ります。 

 

主な取組 

■文化資源の調査・記録 

⚫ 嬉野ゆかりの歴史的人物の調査・評価を行い、その功績を広く市民に伝えます。 

⚫ 伝承芸能などの無形民俗文化財について、映像・音声記録を作成し、技術や演目の詳細

を記録します。 

⚫ 地域コミュニティによる地域資源を発掘する取り組み等を支援します。 

⚫ 「ケンペルの塩田とシーボルトの嬉野」「長崎街道」など、嬉野の文化を物語として整理

し発信します。 

 

■文化資源の見える化 

⚫ 市内の文化財、歴史的建造物、文化施設などを地図上に示した「嬉野文化マップ」を作成・

配布します。 

⚫ 地域の歴史や文化に関するガイドブックの作成を支援します。 

⚫ 文化財の価値や保存状況をわかりやすく説明するモニュメントや案内板の設置を検討し

ます。 

⚫ 文化資源の情報をデータベース化し、検索・活用できるようにします。 

⚫ 嬉野ゆかりの歴史的人物の調査・評価を行い、その功績を広く市民に伝えます。 

⚫ 文化財の価値や保存状況について、わかりやすく市民に説明します。 

 

■デジタル技術を活用した情報発信 

⚫ 伝承芸能、文化財、歴史的人物などを紹介する動画コンテンツを制作します。 

⚫ アーカイブ映像を学習教材や広報コンテンツとして活用します。 

⚫ SNS や Web サイトで、文化資源の魅力を継続的に発信します。 

 

 

市民や団体が行うこと 

 

⚫ 地域コミュニティは、地域に埋もれている文化資源を発掘し、記録する活動を行います。 

⚫ 市民は、地域の歴史や文化についての聞き取り調査や記録作業に協力します。 

⚫ 文化団体は、伝承芸能の映像記録の撮影や技術の記録・整理に協力します。 

⚫ 市民は、文化マップやガイドブックの作成に情報提供や内容確認などで協力します。 
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（３）文化を学ぶ機会の充実 

市民が嬉野の文化を学び、理解を深める機会を充実させます。学校教育、社会教育、文化講座

など、多様な場面で文化に触れ、学ぶ機会を提供します。文化ガイドの養成により、市民自らが

嬉野の文化を伝える担い手となる機会を創出します。 

 

主な取組 

■学校教育との連携 

⚫ 市内小中学生を対象とした塩田津見学や茶道体験などを継続・拡充します。 

⚫ 体験するだけでなく、「なぜ大切なのか」「どこが魅力なのか」を伝える工夫をします。 

⚫ 地域の文化を教材とした授業を推進します。 

 

■社会教育・生涯学習での文化講座の開催 

⚫ 大人が嬉野の文化を学び直す「嬉野の歴史と文化」「伝承芸能の魅力」などの講座を開催

します。 

⚫ 文化に関する講演会や公開講座を実施し、専門家から学ぶ機会を提供します。 

⚫ 市内外の文化施設や文化財を訪問する見学会を開催します。 

⚫ 市内外の文化資源を巡る「文化触れるツアー」を定期的に実施します。 

 

■文化ガイドの養成 

⚫ 嬉野の文化を案内できる市民ボランティアを養成する「文化ガイド養成講座」を開催しま

す。 

⚫ 塩田津旧跡巡りによる史跡ガイドの育成を継続し、活動を支援します。 

⚫ 養成した文化ガイドが観光客や市民に文化を案内する活動を支援します。 

 

■文化への関心を高める取組 

⚫ 長年にわたり文化活動に貢献してきた個人・団体を表彰し、その功績を市民全体で共有

します。 

 

市民や団体が行うこと 

 

⚫ 市民は、文化講座や講演会に参加し、嬉野の文化について学びます。 

⚫ 市民は、文化ガイド養成講座を受講し、文化ガイドとして活動します。 

⚫ 文化団体や地域コミュニティは、子どもたちへの文化体験機会の提供に協力します。 
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基本目標２ 文化との出会いを創出する――文化に触れる 

文化を「知る」だけでなく、実際に「触れる」体験を通じて、市民が文化芸術を身近に感じ、楽

しむことができる環境を整えることが重要です。優れた文化芸術の鑑賞機会、自ら創作活動に参加

する機会、伝統文化を体験する機会など、多様な形で文化芸術に触れることができる環境を整えま

す。 

 特に、子どもたちが本物の文化芸術に触れ、感性や創造性を育む機会を重視します。また、年齢、

性別、障がいの有無、国籍などに関わらず、誰もが文化芸術に触れることができるよう、参加しや

すい環境づくりを進めます。 

 

（１）鑑賞機会の充実 

嬉野市社会文化会館「リバティ」を中心として、質の高い文化芸術の鑑賞機会を提供します。

多様なジャンルの文化事業を計画的に実施し、市民が優れた文化芸術に触れる機会を充実させま

す。 

 

主な取組 

■市内施設等での文化振興事業の充実 

⚫ コンサート、落語会、演劇など、多様なジャンルの文化振興事業を年間を通じて計画的に

実施します。 

⚫ 佐賀ゆかり・嬉野ゆかりのトップアーティストを招聘した質の高い公演を開催します。 

⚫ 幼児と親子で楽しむ音楽会（子どもオペラ、アンサンブル・レネットの音楽会など）を定

期的に開催します。 

⚫ 市民のニーズを把握し、多様な世代が楽しめる文化事業を企画します。 

⚫ 大型企画については近隣市町と連携します。 

 

 

■学校等への芸術鑑賞機会の提供 

⚫ 子ども会連絡協議会と青少年育成市民会議の共催による芸術鑑賞会を隔年で実施します。 

⚫ 学校での芸術鑑賞会を実施し、子どもたちが本物の文化芸術に触れる機会を提供します。 

⚫ プロのアーティストによるコンサートや演劇など、質の高い文化芸術を鑑賞する機会を充

実させます。 

 

■アウトリーチ事業の推進 

⚫ 学校や福祉施設等へのアウトリーチ事業を計画的に実施し、日頃文化芸術に触れる機会の

少ない方々にアプローチします。 

⚫ 多国籍音楽、手話落語会など、多様なジャンルのアウトリーチを展開します。 

⚫ 招聘したアーティストによる学校訪問を積極的に実施します。 

 

  



17 

 

市民や団体が行うこと 

 

⚫ 市民は、市内での文化事業や地域での鑑賞機会に積極的に参加します。 

⚫ 市民は、文化事業の企画段階でのアンケートやヒアリングに協力し、ニーズを伝えます。 

⚫ 学校や福祉施設は、アウトリーチ事業を受け入れ、文化芸術に触れる機会をつくります。 

⚫ 市民は、参加した公演の感想を周囲に伝え、文化芸術の魅力を広めます。 
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（２）体験・参加機会の提供 

市民が実際に文化芸術を体験し、参加できる機会を充実させます。伝統文化体験プログラム、

親子参加型プログラム、市民参加型イベントなど、多様な世代が楽しめる機会を提供します。 

 

主な取組 

■伝統文化体験プログラム 

⚫ 面浮立など伝承芸能の体験機会を提供し、実際に演じる楽しさを伝えます。 

⚫ 鍋野和紙、焼き物など伝統産業の体験研修を実施し、伝統技術に触れる機会をつくります。 

⚫ お茶の体験プログラムを実施し、嬉野の茶文化を体感する機会を提供します。 

⚫ 市内外の文化資源を巡る「文化触れるツアー」を年 1〜2回実施します。 

 

■親子参加型プログラム 

⚫ 塩田町親子スケッチ大会など、親子で参加できる事業を継続・充実させます。 

⚫ 親子川柳大会など、親子で創作活動に取り組む機会を提供します。 

⚫ 親子で参加できる文化体験プログラムやワークショップを新たに開発・実施します。 

 

■市民参加型イベント 

⚫ 市民文化祭(嬉野文化祭、塩田文化祭)を継続し、市民の活動成果の発表の場を提供します。 

⚫ 子ども文化祭を継続・発展させ、学校以外での子どもたちの発表の場を提供します。 

⚫ 市民や文化団体が協働で行う文化イベントを支援します。 

⚫ 商店街などまちなかで開催する文化イベントを創出し、日常の中で文化に触れる機会をつ

くります。 

■世代別プログラムの提供 

⚫ 子ども向けに、子どもオペラ、夢づくり支援事業、夏休み文化体験プログラムなどを実施

します。 

⚫ 高齢者向けに、老人会等と連携した文化活動や福祉施設へのアウトリーチ事業を実施しま

す。 

⚫ 異世代交流として、子ども夢会議・コンサートなど、世代を超えて参加できるイベントを

継続・発展させます。 
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市民や団体が行うこと 

 

⚫ 市民は、伝統文化体験プログラムや親子参加型プログラムに積極的に参加します。 

⚫ 文化団体は、市民文化祭に参加し、日頃の活動成果を発表します。 

⚫ 文化団体は、体験プログラムやワークショップの企画・運営に協力します。 

⚫ 市民や文化団体は、文化イベントの企画・運営に主体的に参加します。 

⚫ 地域コミュニティは、地域での文化イベントの開催に取り組みます。 
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（３）参加しやすい環境づくり 

文化活動への参加のハードル(情報、費用、きっかけ、心理的障壁等)を下げる工夫を行い、誰

もが気軽に文化活動に参加できる環境を整えます。また、文化団体の活動状況を把握・発信し、

アマチュア文化活動の裾野を広げる仕掛けづくりなど、新しい文化団体づくりを支援します。 

 

主な取組 

■文化活動情報の提供 

⚫ 文化団体の活動内容、スケジュール、参加方法などを定期的に調査し、情報を一元化しま

す。 

⚫ 「いつ・どこで・誰が・何を・どのように」といった具体的な参加情報を市民に提供しま

す。 

⚫ 初心者でも参加できる活動、体験できる機会などを市報や SNS で積極的に紹介します。 

 

■文化団体の活動支援 

⚫ 文化団体への補助金制度を継続し、活動の安定化を支援します。 

⚫ 文化施設の利用調整や活動場所の確保を支援します。 

⚫ 文化団体が活用できる外部資金(宝くじ助成等)の情報を収集し、提供します。 

 

■新しい文化団体づくりの支援 

⚫ 新たに文化団体の立ち上げを考えている市民に対し、ノウハウを持つ組織・団体等の紹介

や、各種助成金の情報を提供します。 

⚫ 新しい団体と既存の文化団体との交流機会をつくり、ネットワーク形成を支援します。 

 

■参加しやすい仕組みづくり 

⚫ 参加費用の無料化や減額など、経済的負担を軽減する工夫を行います。 

⚫ 初心者向けの体験会や入門プログラムを充実させ、気軽に参加できる機会をつくります。 

⚫ 友達と一緒に参加できる雰囲気づくりを文化団体に働きかけます。 

⚫ 地域コミュニティを通じて文化活動への参加を呼びかけ、身近な場所での参加機会をつく

ります。 

 

■誰もが参加できる環境の整備 

⚫ 障害の有無、年齢、国籍、経済状況などにかかわらず、誰もが文化芸術に触れ、参加でき

る環境を整備します。 

⚫ 外国人住民向けには、やさしい日本語や多言語による情報提供を行います。 

⚫ 子育て中の保護者が参加しやすいよう、託児サービスや親子プログラムを充実させます。 

⚫ 経済的な理由で文化芸術に触れる機会が限られている方にも配慮し、無料・低額のイベン

トを充実させます。また、施設に足を運ぶことが困難な方々に対しては、アウトリーチ事

業を通じて文化芸術に触れる機会を提供します。 
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市民や団体が行うこと 

 

⚫ 文化団体は、活動内容や参加方法の情報を市に提供し、市民への周知に協力します。 

⚫ 文化団体は、初心者でも参加しやすい体験会や入門プログラムを実施します。 

⚫ 文化団体は、新しい仲間を温かく迎え入れる雰囲気をつくります。 

⚫ 市民は、興味のある文化活動に積極的に参加し、仲間づくりを楽しみます。 

⚫ 地域コミュニティは、地域住民に文化活動への参加を呼びかけます。 

⚫ 文化団体は、高齢者や障害のある方、外国人などが参加しやすいプログラムを工夫しま

す。 

⚫ 市民は、文化イベントや文化団体の活動において、多様な人々を受け入れる雰囲気をつ

くります。 

⚫ 文化施設の運営に関わる団体は、バリアフリー対応や情報保障に配慮します。 

⚫ 福祉施設は、アウトリーチ事業を受け入れ、利用者が文化に触れる機会をつくります。 
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基本目標３ 共に創る文化のまちづくり――文化でつなげる 

文化芸術は、人と人、地域と地域、過去と未来をつなぐ力を持っています。先人から受け継がれ

てきた伝統文化を次世代に確実に継承するとともに、文化活動を担う人材を育成し、多様な主体が

連携・協働する仕組みをつくります。 

 文化芸術活動を通じて生まれる出会いや交流が、新たな創造や地域の活力を生み出します。世代

を超えた交流、地域内外との交流を促進し、文化を通じたコミュニティの活性化を図ります。 

 

（１）伝統文化の継承支援 

やむなく活動中止となった伝承芸能が出始めている市内の現状において、先人から受け継がれて

きた伝承芸能、歴史的町並み、生活文化などを次世代に確実に継承するため、危機的意識をもって

保存・継承活動を支援します。一つの地区だけでは継承が困難な場合、区を超えた連携・協働の仕

組みを検討し、可能なところから実践します。 

 

主な取組 

■伝承芸能の保存・継承支援 

⚫ 伝承芸能を継承する団体に対し、人づくり振興事業 （補助金）等を活用して活動支援を行

います。 

⚫ 宝くじ助成など外部資金の情報を文化団体に提供し、申請を支援します。 

⚫ 一つの地区だけでは継承が困難な場合、複数の地区が協力して伝承芸能を継承する仕組み

をつくります。 

⚫ 笛奏者など特定の技術を持つ人材を地区間で共有する仕組みを検討します。 

 

■歴史的町並み・文化財の保存と活用 

⚫ 塩田津重要伝統的建造物群保存地区の町並み保存会と連携し、歴史的建造物の適切な保

存・修理を支援します。 

⚫ 国・県・市指定文化財の適切な保存管理を行い、次世代に継承します。 

⚫ 「嬉野の大チャノキ」など地域のシンボルとなる文化財の再生・保全に取り組みます。 

 

■学校教育との連携による伝承芸能継承 

⚫ 伝統芸能継承事業を継続し、各校区の伝承芸能を学校の授業で披露・体験する機会を提供

します。 

 

■ 伝承芸能発表機会の創出 

⚫ 市民文化祭や子ども文化祭での伝承芸能の発表を継続・充実させます。 

⚫ 地域の祭りや行事での発表機会を確保し、地域住民が伝承芸能に触れる機会をつくります。 
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市民や団体が行うこと 

 

⚫ 文化団体は、伝承芸能の練習や発表活動を継続し、次世代への継承に取り組みます。 

⚫ 地域コミュニティは、地域の伝承芸能や伝承文化を子どもたちに伝える活動を行います。 

⚫ 文化団体は、学校での伝承芸能披露や体験指導に協力します。 

⚫ 町並み保存会は、歴史的建造物の保存・修理活動に取り組みます。 
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（２）担い手の育成と活動支援 

文化活動を持続的に発展させるため、活動を支える担い手を育成します。子どもや若者が文化活

動の楽しさを実感し、継続的に参加できる環境を整えます。文化ボランティアや文化事業の企画・

運営人材を育成し、多様な形で文化に関わる人材を育てます。 

 

主な取組 

■若い世代の文化活動参加促進 

⚫ 文化活動に継続的に参加している中高生をジュニアリーダーとして位置づけ、企画・運営

に関わる機会を設けます。 

⚫ 活動の中心となる若手に対し、研修機会や表彰などの支援を行います。 

⚫ 大学進学や就職で市外に出た若者に、SNS などで嬉野の文化情報を発信し続け、帰郷時に

活動に参加したくなる関係性を維持します。 

⚫ Instagram、YouTube、LINE など若い世代が日常的に利用する SNS で、文化活動の魅力を発

信します。 

⚫ 友達と一緒に参加できるイベントや、初心者でも気軽に参加できる体験プログラムを充実

させます。 

 

■ 文化ボランティアの育成 

⚫ 文化ボランティア制度を導入し、文化事業の企画・運営に参加する市民を募集・育成しま

す。 

⚫ イベントの運営サポート、広報活動の支援、受付・案内など、多様な関わり方ができる仕

組みをつくります。 

⚫ 文化ボランティアを対象とした研修会を開催し、活動に必要な知識やスキルを提供します。 

 

■文化事業の企画・運営人材の育成 

⚫ 市民が文化事業の企画段階から参加し、実践的に学べる機会を提供します。 

⚫ 文化団体のリーダーや中核的な担い手を対象とした研修会を開催します。 

⚫ 文化事業の企画・制作を行う人材を発掘・育成し、市の文化振興を支える人材を増やしま

す。 

 

■芸術家・専門家の活動支援 

⚫ 佐賀ゆかり・嬉野ゆかりの芸術家や専門家が、地域の文化振興に関わる機会をつくります。 

⚫ アウトリーチ事業や文化講座の講師として活動できる環境を整えます。 

⚫ リバティなど文化施設での発表機会を提供し、芸術家が継続的に創作活動や発表活動を行

える環境を支援します。 
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市民や団体が行うこと 

 

⚫ 若い世代は、ジュニアリーダーや文化ボランティアとして文化事業の企画・運営に参加し

ます。 

⚫ 文化団体は、若い世代が活動に参加しやすい雰囲気をつくり、リーダーとして育成します。 

⚫ 市民は、文化ボランティアとして登録し、文化事業の運営を支えます。 

⚫ 文化団体のリーダーは、研修会に参加し、企画・運営のスキルを高めます。 

⚫ 芸術家や専門家は、アウトリーチ事業や文化講座の講師として地域に貢献します。 
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（３）多様な主体の連携・協働 

市民、文化団体、地域コミュニティ、学校、企業、行政など、多様な主体が連携・協働し、ネ

ットワークを構築します。文化と教育、福祉、観光など様々な分野をつなぎ、文化芸術を地域づ

くりに活かします。地区を超えた交流、世代を超えた交流を促進します。 

 

主な取組 

■文化振興のコーディネート機能 

⚫ 市民、文化団体、地域コミュニティ、学校、企業などをつなぐコーディネート機能を充実

させます。 

⚫ 文化事業の企画段階から多様な主体が参加できる仕組みをつくります。 

⚫ 各主体のニーズやリソースをマッチングし、協働事業を推進します。 

 

■分野を超えた連携 

⚫ 教育分野と連携し、学校教育の中で児童・生徒が文化に触れる機会を充実させます。学校

での文化事業の実施について、情報提供や調整を行います。 

⚫ 福祉分野と連携し、福祉施設へのアウトリーチ事業を実施するとともに、老人会など福祉

関連団体と連携した文化活動を推進します。 

⚫ 観光・産業分野と連携を図り、旅館組合など観光関連団体と協力して文化を活かした観光

振興を推進します。 

⚫ 焼き物、お茶など伝統産業と文化振興の連携を図り、商店街の活性化と文化活動を連携さ

せたまちなかイベントを支援します。 

  

■地域コミュニティとの連携 

⚫ 文化振興計画の内容を地域コミュニティと共有し、連携して文化振興事業を推進します。 

⚫ 地域コミュニティが実施する文化事業や伝統文化継承活動に対し、県補助金などの外部資

金の情報提供と申請支援を行います。 

⚫ 地域コミュニティによる地域資源の発掘や魅力発信の取組を全校区に働きかけ、支援しま

す。 

⚫ 学校と地域コミュニティが連携し、子どもたちが地域の文化を学ぶ機会をつくります。 

⚫ 老人会など地域の団体と連携した文化活動を推進し、異世代交流を促進します。 

 

■地区を超えた交流・広域連携 

⚫ 嬉野地区と塩田地区の文化団体が交流する機会をつくり、合同文化祭や合同公演を開催し

ます。 

⚫ 各地区の文化資源を巡る相互見学会や体験会を実施します。 

⚫ 両地区の文化活動情報を共有し、市報や SNS、行政放送等で一体的に発信します。 

⚫ 広域での文化振興を図ります。 

⚫ 大型企画では、鹿島市、武雄市など近隣市町、施設との連携を図ります。 
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■市民文化祭を通じた交流促進 

⚫ 市民文化祭を市民が交流し新たな出会いを生む場として充実させ、参加団体や来場者が交

流できる仕組みをつくります。 

⚫ 文化祭への参加・来場をきっかけに、文化活動への参加を促します。 

 

 

市民や団体が行うこと 

 

⚫ 地域コミュニティは、地域での文化事業や伝統文化継承活動に取り組みます。 

⚫ 文化団体は、他の団体や学校、福祉施設、企業などと連携した文化事業を企画・実施しま

す。 

⚫ 市民は、市民文化祭に参加・来場し、他の文化団体や市民との交流を楽しみます。 

⚫ 嬉野地区と塩田地区の文化団体は、相互の文化祭や公演に参加し交流します。 

⚫ 文化団体は、近隣市町の文化団体との交流や合同事業を企画・実施します。 

⚫ 学校は、地域の文化資源を活用した授業や、文化団体と連携した体験学習を実施します。 

⚫ 福祉施設は、アウトリーチ事業を受け入れ、利用者が文化に触れる機会をつくります。 

⚫ 旅館・観光関連事業者は、文化体験プログラムを提供し、観光客に嬉野の文化を伝えます 
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第４章 計画の推進 

1. 計画の推進体制 

本計画を着実に推進し、基本理念「文化を楽しみ 心豊かに暮らせるまち」を実現するためには、

行政だけでなく、市民、文化団体、地域コミュニティ、学校、企業など、多様な主体が連携・協働

することが不可欠です。それぞれの主体が役割を果たし、共に文化振興に取り組む体制を構築しま

す。 

また、PDCA サイクルに基づく進行管理と成果指標による評価を行い、計画の着実な推進を図りま

す 

（１）行政の推進体制 

文化・スポーツ振興課が中心となり、関係部署と連携しながら計画を推進します。文化振興に

は教育、福祉、観光、産業など多様な分野が関わるため、各課が実施する文化関連事業の情報を

集約し、庁内での情報共有を図ります。また、本計画の内容を関係部署に周知し、各課の施策の

中で文化的な視点を取り入れるよう働きかけを行います。 

 

【主な役割】 

• 文化振興施策の企画・立案・推進 

• 関係部署間の連携調整 

• 庁内の文化関連事業の把握 

• 文化団体や各種団体・組織等との連絡調整 

• 文化施設の管理運営 

• 情報の集約と発信 

• 計画の進行管理と評価 

 

 庁内連携を進めるうえで、文化・スポーツ振興課は以下の役割を担います。 

 

① 本計画の内容を関係部署に周知し、理解を深めます 

② 各課が実施する文化関連事業の情報を収集し、庁内で共有します 

③ 文化的な視点を取り入れた施策展開について、情報提供や相談対応を行います 

④ 複数の部署にまたがる文化事業について、調整やコーディネートを行います 

⑤ 文化振興の視点から、各課の取組を市民に向けて一体的に発信します 

 

このように、文化・スポーツ振興課がコーディネーターとしての役割を果たすことで、各課の取

組を活かしながら、全庁的な文化振興を推進します。 
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（２）多様な主体との連携・協働 

文化振興は、行政だけでなく、市民、文化団体、地域コミュニティ、学校、企業など、多様な主

体が連携・協働することで実現します。それぞれの主体が役割を果たし、共に文化振興に取り組む

体制を構築します。 

 

【各主体の役割】 

■ 市民の役割 

• 文化芸術の鑑賞や体験、創作活動への参加を通じて、文化を楽しみます。 

• 地域の文化活動や伝承芸能の継承に参加し、文化の担い手となります。 

• 文化ボランティアや文化ガイドとして、文化振興を支えます。 

• SNS などを通じて文化情報を共有し、文化の魅力を広めます。 

■ 文化団体の役割 

• 質の高い文化芸術活動を実践し、市民に鑑賞・体験の機会を提供します。 

• 新しい会員を温かく迎え入れ、文化活動の裾野を広げます。 

• 他の文化団体や学校、福祉施設、企業などと連携し、文化活動を展開します。 

• 伝承芸能や伝統文化を次世代に継承する活動を行います。 

• 活動内容や参加方法の情報を発信し、市民への周知に協力します。 

■ 地域コミュニティの役割 

• 地域に根ざした文化事業や伝統文化継承活動を推進します。 

• 地域の文化資源を発掘し、記録・継承する活動を行います。 

• 地域での文化イベントを開催し、住民の交流と地域の活性化を図ります。 

• 地域住民に文化活動への参加を呼びかけ、文化の輪を広げます。 

■ 学校の役割 

• 児童・生徒が文化芸術に触れる機会を教育活動の中に位置づけます。 

• 伝統芸能継承事業や芸術家派遣事業を受け入れ、子どもたちの文化体験を充実させます。 

• 地域コミュニティや文化団体と連携し、地域の文化を学ぶ機会をつくります。 

• 子ども文化祭などの文化活動に参加し、子どもたちの発表の場を広げます。 

■ 企業の役割 

• 文化事業への協賛や会場提供など、文化振興を支援します。 

• 従業員が文化活動やボランティアに参加することを支援します。 

• 企業の専門性を活かした文化事業への協力を行います。 

• 文化を活かした商品開発やイベント開催など、文化と産業の連携を図ります。 

■ 行政の役割 

• 計画に基づく文化振興施策を総合的・計画的に推進します。 

• 市民、文化団体、地域コミュニティ、学校、企業をつなぐコーディネート機能を果たします。 

• 文化施設の適切な管理・運営を行い、市民の文化活動を支えます。 

• 文化団体への支援や文化事業への助成を行います。 

• 文化情報の収集と発信を強化し、市民が文化に触れる機会を広げます。 
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２. 計画の進行管理 

本計画を効果的に推進するため、PDCA サイクル【Plan（計画）-Do（実行）-Check（評価）-

Action（改善）】に基づく進行管理を行います。 

 

■Ｐｌａｎ（計画） 

年度ごとの実施計画を策定し、具体的な取組内容、スケジュール、予算を明確にします。基本

目標や施策の方向性に基づき、優先順位を考慮しながら計画的に事業を実施します。 

 

■Ｄｏ（実行） 

年度実施計画に基づき、文化・スポーツ振興課が中心となって各施策を推進します。関係部署

に対しては本計画の内容を周知し、協力を求めるとともに、各課が実施する文化関連事業の情報

を収集します。また、文化団体、地域コミュニティなど多様な主体と連携・協働しながら、効果

的に事業を推進します。 

 

■Ｃｈｅｃｋ（評価） 

年度ごとに事業の実施状況を把握し、成果指標に基づいて評価を行います。 

 

■Ａｃｔｉｏｎ（改善） 

評価結果を踏まえ、必要に応じて事業内容や手法の見直しを行います。社会情勢の変化や新た

な課題にも柔軟に対応し、より効果的な文化振興を推進します。 

 

 

本計画は、市民、文化団体、地域コミュニティ、学校、企業、行政など、多様な主体が連携・

協働することで実現します。それぞれが役割を果たし、共に文化を楽しみ、心豊かに暮らせるま

ちを目指します。 
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３. 成果指標 

計画の進捗状況を把握し、効果的な施策展開を図るため、市民アンケート調査の設問を基にし

た成果指標を設定します。 

 

（１）基本目標 1 文化の魅力を再発見する――文化を知る 

嬉野市の文化について「知る」機会を充実させ、市民の文化への関心と理解を深めるための指

標を設定します。 

指標 
現状値 

(R７年度) 

最終目標値 

(R１２年度) 

うれしの元気通信投稿数（文化関連） 集計中  

嬉野市からの情報発信件数（ 〃 ） 

 ※HP 掲載記事数・市報掲載数・回覧物数 
〃  

嬉野市 HP閲覧数（文化振興に関するページ） 〃  

SNS での嬉野市文化関連投稿数 

 一般の方も含めた情報発信・拡散 
〃  

 

（２）基本目標２ 文化との出会いを創出する――文化に触れる 

指標 
現状値 

(R７年度) 

最終目標値 

(R１２年度) 

リバティ 文化ホール利用件数 

 （市総合計画と統一して設定） 
集計中  

市内での文化イベント開催件数 

 （市 HP及びうれしの元気通信での情報による） 
〃  

市内小中学校での文化関連イベント 

 （学校へのヒアリングによる集計） 
〃  

市内での文化体験プログラム数 

 （観光施設等で行われているメニュー） 
〃  

市内での文化体験プログラムの利用者数   

 （観光施設等で行われているメニュー） 
〃  

文化関連スクールの件数 

（公共施設での利用件数） 
〃  

市内文化連盟団体数・人数 〃  
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（３）基本目標 3 共に創る文化のまちづくり――文化でつなげる 

指標 
現状値 

(R７年度) 

最終目標値 

(R１２年度) 

伝承芸能の活動支援状況 

（人づくり補助金の申請件数） 
集計中 

 

外部団体等の補助金に関する情報発信数 〃  

外部団体等の補助金に関する申請件数 〃  

小学校での伝承芸能鑑賞・体験会の実績 〃  

文化に関する講演会や講座の開催件数 

（公共施設での開催件数） 
〃 

 

文化に関する講演会や講座の参加人数   

（公共施設での開催件数）  
〃 
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４．計画の推進に向けて 

本計画は、市民、文化団体、地域コミュニティ、学校、企業、行政など、多様な主体が連携・協

働することで実現します。それぞれが役割を果たし、共に文化を楽しみ、心豊かに暮らせるまちを

目指します。 

文化芸術は、人々の心を豊かにし、生きる喜びや創造性を育むとともに、地域への誇りや愛着を

醸成するものです。また、人と人、地域と地域をつなぎ、多様性を認め合う社会の実現に寄与しま

す。さらに、観光振興や地域経済の活性化、まちの魅力向上など、地域の持続的な発展にも大きな

役割を果たします。 

嬉野市の文化を「知り」、「触れ」、そして「つなげる」ことで、文化を楽しみ、心豊かに暮らせる

まちを実現するため、本計画を着実に推進してまいります。 
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資料編 

 


